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マイカ ー共済は2020年4月1日以降に更新を迎えるご契約より、改定を行います。
皆さまにより安心・納得してご利用いただけるよう、補償・サ ー ビスの向上に努めてまいります。

〈主な改定内容〉

民法改正 (2020年4月）の概要および
当会での対応

〇共済掛金の改定

C) 主たる被共済者年齢区分の見直し
／ 

©軽四輪乗用車における
型式別掛金クラスの導入

◎軽四輪乗用車における
AEB割引の適用対象期間の改定---------. -•-．．...-----が·;•ー ノ

〇その他の改定

。普通・小型乗用車の型式別掛金クラスの‘“ ※ 更新時期にかかわらず、2020年4月1日から全てのご契約に

細分化
還用される項目もございます。該当項目には＊印を記載して
いますa

3甜細如細血醐呻：国呻呻細r虎

民法には、契約等に関する最も基本的なルールが定められています。今回、契約に関する規定を中心に、社会・
経済の変化への対応を回るため、また、現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを明文化し、
わかりやすくするための改正が行われます。

ていけいやっかん

定型約款に関する規定の新設（改 正民法第548条の 2～第548条の4)

〇定型約款を契約内容とする旨の表示があれば、個別の条項にも合意した ものとみなされます。
また 、信義則（民法1条2項）に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効となります。
契約者等から請求があった場合には、事業者・団体は相当な方法（ホー ムペー ジでの掲載等）で定型約款の内容を表
示する必要があります。

®以下に該当する場合には、事業者・団体が既存の契約も含めて定型約款の内容を変更できることとなります。
ア．変更が顧客の一般の利益に適合する場合
イ．変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合

〔当会での対応〕
●ご加入の共済契約の契約内容（定型約款） は、商品に応じ設定する「事業規約·細則」となります。

2020年4月1日以後に発効する新規契約•更新契約の事業規約・細則は当会ホームペー ジに掲載します。
なお、事業規約・細則と は別に、ご契約内容の大切な事柄をご案内する ため、事業規約・細則の内容等をま とめた
「ご契約のしおり」もご用意しています（ホームペー ジからもご覧いただけます）。

「事業規約細則」「ご契約のしおり」 https://www.zenrosai.coop/tebiki.html 

●法改正や社会情勢等の影響により、共済期間の途中でも契約内容を変更することがあります。契約内容を変更する場合
には、事前に変更内容、適用日について当会のホームページに掲載するなどによりご案内します。

法定利率の変更

法定利率が現在の「年5%」から「年3%」に引き下げとなり、その後 も市場の金利水準に合わせて3年ごとに法定利率が
変更する仕組みが導入されます。これに伴い、損害賠償における逸失利益の金額や、共済金のお支払いにおける遅延
利息の計算方法が変更となります。








